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次世代へつながる子どもの遊び―子どもの人間形成と環境―［原子純］

論　文

SUMMARY
In recent years, rapid changes in society, led to major changes in the children’s life and 

consciousness, and has had a different effect on the healthy grow. In such a situation, find 

the children their own problems, to learn themselves, think themselves, as efforts to foster 

a well-rounded human formation and affluent society of harmony, so that the natural ex-

perience and life experience is noted Became. The activities of these experience emphasis 

on, have come to be incorporated into the various scenes of the current number of school 

education.

The author, the origin of such experience activities as of the later elementary school, 

considered to be a play of childhood. That can not miss more than anything else for the 

children would be “play”. If the play Once deprived from childhood, and will learn from 

play, society and creativity, it is feared that it will into the missing adults in coordination. 

Play is important thing in the growth of children. To ensure this play, it is a fellow, is the 

time, is a playground as a space. From the effects of recent years of low birth rate and ur-

banization, originally for children, the community was a child of the living space is the 

has been rapidly changing. The author the word “space”, are represented in the context 

close to the “whereabouts”. It captures wider children’s whereabouts, and to aim and hard 

surface, such as the children’s house and playground, both sides of the development of 

the cornerstone become such friends and adult presence and soft surface areas of the 

heart It is from think.
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序論　はじめに

近年、社会の急速な変化が、子どもたちの
生活や意識に大きな変化をもたらし、健やか
な育ちに様々影響を及ぼしている。このよう
な状況の中で、子どもたちが自ら課題を見つ
け、自ら学び、自ら考え、調和のとれた人間
形成や豊かな社会性を育むための取組とし
て、自然体験や生活体験が注目されるように
なった。こうした体験重視の活動は、現在多
くの学校教育の様々な場面に取り入れられる
ようになってきている。

In this study, while the viewpoint of the living environment, we consider the actual sit-

uation and its standing use of the living space of the child also becomes its origin, to clar-

ify the relevance of the “play” of the child.

抄　録
近年、社会の急速な変化が、子どもたちの生活や意識に大きな変化をもたらし、健
やかな育ちに様々影響を及ぼしている。このような状況の中で、子どもたちが自ら課
題を見つけ、自ら学び、自ら考え、調和のとれた人間形成や豊かな社会性を育むため
の取組として、自然体験や生活体験が注目されるようになった。こうした体験重視の
活動は、現在多くの学校教育の様々な場面に取り入れられるようになってきている。
筆者は、小学校以降の上記のような体験活動の原点は、幼児期の遊びであると考え
る。子どもたちにとって何よりも欠かすことが出来ないのが「遊び」であろう。遊び
が子ども時代から奪われれば、遊びから学ぶであろう、社会性や創造性、協調性に欠
けた大人になることを危惧している。遊びは子どもの成長において重要なことであ
る。この遊びを保障するのが、仲間であり、時間であり、空間としての遊び場であ
る。近年の少子化や都市化の影響から、子どもにとって本来、子どもの生活空間であ
った地域社会は、急速に変化してきているのである。筆者は「空間」という言葉を、
「居場所」に近い意味合いで表現している。これは、子どもの居場所をより広く捉え、
児童館や遊び場のようなハード面と、心のよりどころとなるような友人や地域の大人
の存在などソフト面との両面の整備をめざしたいとの思いからである。
本研究では、生活環境を視点としながら、その原点ともなる子どもの生活空間の実
態とその在りようを考察し、子どもの「遊び」との関連性を明確にする。

キーワード

次世代（Next Generation）

子どもの遊び（Play of children）

生活空間（Living space）

人間形成（Character formation）

環境（environment）

平成20年3月に小学校学習指導要領が改訂
され、平成21・22年度の移行期間を経て、平
成23年には、新学習指導要領が完全実施とな
った。新学習指導要領解説の特別活動編（1）
では、第4節の学校行事の中で「集団宿泊活
動については、（中略）一定期間（例えば一
週間（5日間）程度）にわたって行うことが
望まれる。」（1）という記述がある。
この他にも、新学習指導要領には、学校教
育における体験活動の重要性や、集団宿泊活
動、自然体験活動の有効性に触れる記述が多
く見られ、今後も小学校においては、長期自
然体験活動が盛んに行われることが予想され
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変質してしまったのである。筆者は「空間」
という言葉を、「居場所」に近い意味合いで
表現している。これは、子どもの居場所をよ
り広く捉え、児童館や遊び場のようなハード
面と、心のよりどころとなるような友人や地
域の大人の存在などソフト面との両面の整備
をめざしたいとの思いからである。
平成14年度から公立の小・中学校では、週

5日制が導入され、表面的には子どもたちが
自由に過ごせる時間が増えるかのように思わ
れる。しかし、現実は、学習内容の削減に伴
なって、塾や家庭教師など学校外での学習に
ますます重きが置かれ、子どもの自由な時間
や空間は以前にも増して少なくなるのではな
いかと懸念されている。一方では、コンビニ
や繁華街をうろつく子どもたちの問題行動な
どからも「環境」の重要性は明らかとなって
いる。
本研究では、生活環境を視点としながら、
その原点ともなる子どもの生活空間の実態と
その在りようを考察し、子どもの「遊び」と
の関連性を明確にする。

1. 自然環境と生活空間

1.1.　自然へのアクセス

自然環境が子どもにとって重要というの
は、フランスの思想家ルソーをはじめ、昔か
らよく言われていることである。しかしなが
ら、都市というのは自然を壊して開発して、
見た目には人工的な環境を築いて成り立って
きたわけである。一般的には、都市には自然
が少なく、農村は自然が豊富というイメージ
が、固定している。しかし、いったい子ども
にとってどのくらいの、どんな自然の環境が
最低限必要なのかといった、明確な基準とい
うものはない。

る。現在でも、多くの学校で自然教室や宿泊
訓練として、青少年教育施設等での宿泊体験
活動を実施している。しかしながら、青少年
教育施設の利用期間をみてみると小学校にお
いては、そのほとんどが1泊2日か2泊3日で
あり、学習指導要領解説にあるような5日間
程度の期間実施している小学校はみられな
い。「望ましい」ということではあるが、こ
れまで出された様々な答申や報告、調査研究
等からも長期自然体験活動の有効性が叫ばれ
ており、今後は、長期間による実施を試みる
学校は多くなることが予測できる。こうした
流れを受けて、文部科学省は、平成20年度に
「青少年体験活動総合プラン」の中の「小学
校長期自然体験活動支援プロジェクト」とし
て、小学校で実施する1週間程度の自然体験
活動のための指導者を養成する「自然体験活
動指導者養成事業」と小学校で実施する1週
間程度の自然体験活動のためのプログラム開
発を行う「自然体験活動モデルプログラム開
発事業」を委託事業として展開した。
筆者は、小学校以降の上記のような体験活

動の原点は、幼児期の遊びであると考える。
子どもたちにとって何よりも欠かすことが

出来ないのが「遊び」であろう。遊びが子ど
も時代から奪われれば、遊びから学ぶであろ
う、社会性や創造性、協調性に欠けた大人に
なることを危惧している。遊びは子どもの成
長において重要なことである。この遊びを保
障するのが、仲間であり、時間であり、空間
としての遊び場である。近年の少子化や都市
化の影響から、仲間とのかかわりは希薄にな
っている。その上、遊ぶ空間は、限りなく狭
まれている。放課後、地域で子どもたちの遊
ぶ姿を目にすることが珍しくなってきた。安
全で快適な空間が失われているからである。
子どもにとって本来、子どもの生活空間であ
った地域社会は、危険で、面白くない世界に
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1.1.1.　都市と農村

都市の中でも人工的に作られたにせよ、公
園や緑地の豊富な住宅地もある。ほとんどオ
ープンスぺースに欠けた密集市街地やコンク
リートジャングルのような街もある。
一方、農村は自然環境が豊かなようだが、

水稲単作の大規模に圃場が整備された水田地
帯だと、水路はコンクリート三面張りで、農
薬の汚染で生き物が少なくなったり、農家の
屋敷の庭もコンクリートで固められたり、鑑
賞の庭園になったりと、子どもたちが触れら
れる自然が少なくなっている地域もある。ま
た山村でも、山の管理がされなくなると子ど
もたちは山に入ることもなく、護岸整備で川
も危険な場所になったりして子どもたちの自
然との接触も制限されるようになっていく。
とりわけ農村部では子ども人口の減少で、近
所に遊び仲間が少なく、その影響からテレビ
ゲームなど室内に閉じこもりがちになるとい
うように、外の自然に接触する体験が減って
きているということもある。

1.1.2.　センス・オブ・ワンダー

農薬の汚染への警告を発した海洋生物学者
のレイチェル・カーソンは、甥っ子の面倒を
見ながら、子どもが自然の環境の中に入って
見つける様々な発見への驚きや関心を「セン
ス・オブ・ワンダー｣（2）と表現した。子ども
の持っている、不思議な世界への飽くなき好
奇心こそが、環境の認識へつながる根源的な
力であることを見抜いたカーソンの指摘は、
今日の環境教育にも重要な問いかけを発して
いる。知識として環境の重要性を子どもたち
に植え付けるよりも、子どもたちのこの「セ
ンス・オブ・ワンダー」の感覚をいかに引き
出していくかが、自然から遠ざかっている今
の子どもたちへの仕掛けのポイントとなるの
である。

もちろん幼児期における自然との接触は、
土や水たまり、木の葉など自然の素材や虫な
どの生き物といった、都市の中でも身近にあ
る小さな自然の世界への驚きから始まるもの
である。そういう意味で、どろんこ遊びなど
に代表される自然の根源的な要素と言われ
る、土、水、木などが住居の近くで触れられ
ることが大事であると考える。これらの要素
から草花、そして虫などの多様な生物の生活
にふれ、次第に成長に伴い、虫とり、草花の
採取、そして魚とりなどで、野原や水辺へと
行動を広げていくのが自然な流れではないだ
ろうか。しかし、これは現代社会では“理想
論”に過ぎないのである。前述のように都市
ではこれらの豊かな自然空間が減少してい
る。また、農村では管理面や伝承の断絶など
から自然が豊かであっても子どもが自然に接
触していないという傾向がある。子どもの発
達に伴う行動の広がりに対応した自然環境へ
のアクセスを保障する必要があるのだ。

1.2.　都市での身近な自然の活用と創出

1.2.1.　公園と自然

都市では、街区公園（旧児童公園）の形態
がどこでも画一的になるきらいがある。もっ
と個性を持たせて、ある公園は広場に、ある
公園は自然志向の高いものがあってもよいの
ではないだろうか。児童公園から街区公園へ
名称が変わった経緯には、児童公園で子ども
があまり遊んでいない、なぜ子どもだけの利
用なのか、高齢者にも使えるようにするのが
高齢社会での公園のありかたではないか、な
どの議論がなされたことが一因である。どこ
でも同じような公園というのは、子どもの成
長に伴う多様な要求には応えきれなかったこ
とも否めない。自然の環境は公園にある遊具
のように固定ではなく、子どもの成長に伴う
多様な要求に応えられる深みが必要なのであ
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る。

1.2.2.　水辺の空間

水辺としては都市内を流れている小河川や
水路は、今ではドブ川か暗渠化された形態で
あるが、中には緑道として整備されているも
のもある。暗渠の上に人工的に水の流れをつ
くっている場合も少なくないが、これからの
整備の方向としては、自然に近づけた形の整
備が推進されることが予想される。

1.2.3.　空き地・樹林地・緑地

樹林地や空地の中には、民有地でも税の優
遇措置で市民に開放された使い方ができる場
所もある。子どもの遊びに開放された空地も
あるが、市民緑地や市民の森のように自然保
護、自然観察が中心の利用となってくると、
子どもの遊びが制限されるということもあり
える。しかし、そういった場所が単に自然保
護の場として形だけの緑地であるよりも、環
境教育にもっと活用されるように考えたいも
のである。なぜなら、子どもの主体的な関わ
りである遊びをもある程度の許容範囲に置い
て、自然との接触の場として活用された方が
好ましいはずだからである。

1.2.4.　食べられる果実のある庭

個人個人の敷地内および道ばたには、柿の
木を典型例に、食べられる実のなる木が存在
する。現在では、子どもたちは全く見向きも
しないで、実が熟して落ちるだけにまかせた
り、鳥が食べるだけという場合が少なくな
い。子どもたちには、店で売っているミカン
と庭のミカンを同種のものと感じていない向
きもある。個人の敷地内のこれら食べられる
実のなる木の活用を子どもたちに向けて工夫
することも、遊びと学習の兼ねた仕掛けとな
ると考える。

1.2.5.　校庭の活用－学校ビオト一プ

環境教育の重要性が高まってきて、学校の
校庭のあり方も変わってきている。トンボ池
やビオトープの環境づくりが広まりつつあ
る。これは、小学校での理科の教育に使うだ
けではなく、子どもたちが休み時間に親しん
だり、生き物に触れ、遊びと学びが入り混ざ
った体験を通して環境との関わりを習得して
いく効果が期待されているものである。昨今
では、幼稚園においてもビオト一プでの活動
を実践している園がある。
これはいわば「隠れたサイン」、「隠れたカ
リキュラム」としての校庭の環境の役割が発
揮される空間である。しかし、このような自
然の復元をめざした環境づくりは、後々の維
持管理のことを考えて構築する必要があるこ
とを忘れてはならない。自然というのは天然
の大自然ではなく、人が関わって維持されて
いる自然であるのが、私たちの風土の中での
一般釣な形態ということを認識しておく必要
がある。ビオト一プといいながら、池の中に
ザリガニや外来種の魚を放り込み、生態系を
崩しているものも見られる。そのような行動
を反省したり、自然とのつきあい方を子ども
たちが体験の中で学ぶ身近な自然の環境とし
ても、ビオト一プづくりは重要性を増してい
るといえる。

1.3.　農村部での身近な自然の活用

1.3.1.　都市と農村交流の流れ

農村部では、自然環境が豊富にあるように
思うが、管埋面の問題と少子化の影響で子ど
もたちの自然との接触が薄れているという問
題がある。最近の農村部の振興策として都市
農村交流やグリーンツーリズムがすすめられ
ている。これらの動きは、都市の子どもを対
象にしたものだけではなく、農村の子どもへ
の伝承も含めて展開した方が、長期的に見れ
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ば地域の後継者を育てることにもなり、より
確実な振興策となると考えられる。

1.3.2.　地域で伝承されている空間

河川は危険な場所と思われたりするが、か
つてプールがないときは子どもたちが入って
水遊びをする場所が決まってあった。これは
遊びの世界で環境を読み取り、世代間に伝承
されていたものである。また魚を採ったりす
る方法も伝えられ、川の流れの読み方、仕掛
けをつける位置など、創意工夫の知恵も伝承
の上に自分の実践の工夫を重ねて、環境に慣
れ親しんできたものなのである。例えば、「脱
皮したばかりのトンボのサナギをとるときは
手でつかんではいけない。葉っぱでつかむ」
など、自然への接し方のマナーというもの
は、今では環境教育となるでしょうが、遊び
の世界で伝承されていたものである。また、
山登りで、食べられるキノコと食べられない
キノコの識別は、子ども期に、採ってきては
家のおばあさんに聞いて教わり、経験しなが
ら身につけたものである。このような世代間
の伝承も含めて、農村では生活の中にしみ込
んで伝えられてきた自然環境に関する知識や
技術が、今の子どもたちに伝わらなくなって
きているのである。これらのことは、農村の
文化の消滅にもつながることと危惧される。
そのためには、現代の子どもたちに自然との
つきあいの仕方を伝えていく、何かしらの仕
掛けが必要となっているのである。地域ぐる
みの伝統行事の復活なども行われているが、
子どもたちが受け身的ではなく、主体的に取
り組むような工夫が求められるのである。

1.3.3.　遊びと学びのプログラム

これからの学校教育は生活科、総合的学習
のプログラムを独自に地域との連繋で考えて
いくことが求められている。いわば、地域で

遊びながら得ていた感覚や技術、知識を学校
で行わなければならなくなったほど、地域の
教育力が衰退した裏返しとも言える。総合学
習の方法を熱心に研究してきた山村では、忍
者になって木の上に小屋をつくるといったこ
とを行っている学校もある。遊びと学びとは
紙一重の表と裏のような関係で、子どもの好
奇心を刺激するものなのである。同様に、都
市農村交流やグリーンツーリズムのプログラ
ムは、都市の子どもと農村の子どもの両者に
農村の自然を舞台にした遊びと学びの体験を
与えることになると考えられる。農村環境の
整備も、雑木林や里山の保全、川や水路の多
自然型整備、ビオトープづくりに方向が変わ
ってきている。そして河川では、河川の役割
として環境面が加わり、「子どもの水辺」な
ど再び子どもが川に入って遊ぶことの出来る
場所を整備できるようにもなってきている。
また農村では、田んぼと水路の環境学習的価
値に着目して、「田んぼの学校」という農業
体験や遊びのプログラムが行われるようにも
なりつつある。棚田や谷地田（谷津田）、里
山の保全が都市住民の関心事となり、農村の
自然環境の管埋に理解と協力をする都市住民
も増えてきている。そこに都市の子どもと農
村の子どもとの交流が期待されているのであ
る。

2. 学校教育と生活空間

2.1.　学校と地域の連携

学校は、地域に住む子どもから大人までが
かかわりを持つ空間で、地域の中心となって
いるところである｡ 特に､ 小学校の場合には
一層顕著で、何十年前の卒業生が地元で生活
をしている。学校は誰でもが気持ちを一つに
出来る共有の空間なのである。また、学校
は、学びの館であることから、気持ちを新た
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にすることもできるであろう。地域社会は学
校との有機的な関係を発展させることが、今
一度再認識する必要がある。

2.1.1.　地域の遊び空間としての学校

急激な都市化で、子どもが安全に遊び、活
動出来る場は、非常に少なくなった。公園
は、けして子どもたちの拠点となる遊び場で
はなく、時には犯罪の温床になってしまって
いるのが現状でもあるある。地域の学校は、
子どもの安全が図られた良好な状態に維持さ
れた空間であるといえよう。遊びの内容や人
的な問題を抜きにすれば、学校は子どもにと
っての貴重な遊び空間になる。

2.1.2.　 地域の人を結びつけるものとしての

学校

学校の遊び空間は、地域の住民において、
過去に、現在に、未来にとつながるイメージ
を持つことができる。子どもが生まれれば、
学校に通うことになり、現在通っていれば、
学校への関心は高く、足を運ぶことも多くな
る。学校に関することが共通の話題となりや
すく、学校は、地域の住民が人間的に結び付
く要素を備えているといえる。

2.1.3.　 地域コミュニティの拠点としての学校

学校に人が集まれば、そこで、家庭や地域
のことが話題になる。子どもの成長や地域環
境のことなど、様々なことが、学校という場
から発信されていくのだ。また、学校という
単位で地域の問題が集約されることもある。
有効に働けば、学校は地域のコミュニティの
再生を促進する地域のセンターになりえるの
である。また、学校は、様々な団体や関係機
関と連携との要にもなり、地域のネットワー
クを形成することも可能とする。学校も地域
へ開かれ、地域との関係を重視するようにな

ってきた。今後は一層、結び付きを深めると
きなのである。

2.1.4.　幼稚園・保育所

学校教育ではないが、就学前教育を担って
いる幼稚園・保育所も子どもにとっては重要
な空間である。
幼稚園は、教育の目的や対象年齢・保育時
間などで保育所と異なっているが、戦後日本
の幼児教育の中心的位置を占めてきた。現
在、幼稚園は、幼児の遊びや文化・生活に深
く関わっているが、保護者においても多くの
人との出会いを生み出す、活動拠点になって
いる。さらに、平成10年の幼稚園教育要領が
改訂された以降、幼稚園に地域の子育て支援
の機能が付加された。保育所だけではなく、
幼稚園も子育て地域ネットワークの核になる
ことが期待されているのである。
保育所は、数年前までは「保育に欠ける
子」を対象とした措置施設として機能してい
たが、現在では､ 地域の子育て支援の拠点と
してのその役割も強化させてきている。少子
化や母親の就労の増加で､ 保育所の地域社会
で果たす役割は大きなのもがある。また、母
親の育児不安などが原因で幼児の虐待も増え
ており、保育所が子育てにおける内容や方法
などを母親に伝達することは、情報の氾濫し
た社会にあって価値のあることなのである。
乳幼児と母親の生活空間として、今後も大き
な位置をしめると考えられる。
子どもたちの空間づくりを進めるために
は、施設の活性化と有効な連携が求められて
いる。なぜなら、一つの施設だけでは、子ど
もや住民のニーズを実現することが難しいこ
ともあるからだ。これからは、施設どうしを
有効に結び付けるネットワーク化が必要なの
である。
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2.2.　地域行事の伝承

地域での子どもの環境作りを進める場合、
これまでにある施設や組織の活用、連携は重
要ですが、同時に様々な動き、活動を地域社
会に起こしていくことも大切である。きっか
けや活動の内容はそれぞれで、そこの地域の
環境や住民のニーズにより異なる。
地域のイベントに参加したり、自分の住む

地域でイベントや小行事を企画したりするこ
とは、エネルギーを使うことであるが、新し
い創造的発見も得られる。その際、地域の組
織・団体だけでなく、地域を管轄する行政と
のかかわりを作ることも重要である。なぜな
ら、行政は地域の様々な情報や権限を持って
いる。それぞれが協働すれば、生み出すもの
も大きいといえる。地域には、子どもの問題
をはじめ、高齢者や障害、国際交流やジェン
ダーまで多くの課題がある。そのため、地域
の状況にあった課題に取り組むことがひ必要
となる。
子どもとの関係における活動はアクティヴ

なものが多く、活動量も要求される。発想や
行動力が新しい動きを作っていくことにもな
る。長期にわたり培った経験と知恵と若い行
動力が結合することが、新鮮で地域や住民の
ニーズにあった活動を生み出していくと考え
られる。そこで、最も子どもの遊びや仲間、
生活にかかわっている若い母親たちや父親た
ちの登場を考えることが必要なのである。
人間関係の希薄な現代社会においては、活

動に加わることは少ないと考えられる。その
ような現代社会だからこそ、イベントや地域
の取り組みを通じて、活動の参加を高め、そ
の地域だからこその文化を伝承すること、今
日のような社会だからこそ、あえて文化を伝
承するのに地域の行事を仲介機能として活用
するという方法もある。

3. 子どもの遊びと生活環境

3.1.　子どもの遊び

遊びは、子どもにとって、楽しさや喜びを
ともなった自発的で自由な活動である。子ど
ものふだんの生活は、基本的生活習慣（食
事・排泄・睡眠など）に関する活動のほか
は、大部分が遊びである。子どもの生活は、
遊びを抜きにしては全く考えられない。
子どもの遊びは、生活の中心であり、子ど
もの生活にとって必要不可欠なものである。
では、子どもの遊びは、どのような特性を
もっているのであろうか。アレー（Arey）は
子どもの遊びの特性を、①遊びは楽しさや満
足をともなう活動である。②遊びは自発的で
自由な活動である。③遊びはそれ自体が目的
となる活動である。と3つあげている。
要するに、子どもの遊びは、自発的で自由
に遊ばれ、なんらかの目的があってなされる
のではなく、遊ぶこと自体が楽しいからなさ
れるのである。したがって、子どもが指示さ
れ干渉され強制されて遊んでいるのは、本当
の意味では遊びとはいえない。
遊びの世界では、子どもはのびのびと活動
し、欲求を十分に満足させることができるの
で、それだけで楽しくて面白いと感じられ
る。それで子どもは、興味のある遊びに喜ん
で熱中し、遊びの中で自分の心身の能力や態
度をフルに発揮する。こうして、子どもは遊
びに夢中になりながら、自分の心身の能力や
態度を無意識のうちに自ら発達させているの
である。このように遊びは、子どもに開放感
や楽しさや満足感を与えると同時に、子ども
の心身の能力や態度を発達させ、子どもの人
間形成（人格形成）にとって重要な役割を担
っている。
では、遊びは、子どもの心身の諸側面の発
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達にとって、どのような値うちをもっている
のだろうか。子どもの遊びの発達上の意義は
大きく4つについて考えることができる。
①身体の発達の側面、②感情の発達の側

面、③知的発達の側面、④社会性の発達の側
面が、子どもの成長・発達を助長していると
考えられる。
また、子どもの遊びには、きわめて多くの

種類がある。そのような多種多様な遊びを、
いくつかの主な種類に分類することができ
る。ピアジェは、思考の発達段階の視点か
ら、「練習遊び・象徴遊び・ルールのある遊
び」の3つに分類している。ビューラーは、
乳幼児の心の働きの視点から、「機能遊び・
想像遊び・受容遊び・構成遊び」の4つに分
類している。
ここでは、山下俊郎の分類をもとにして、

5つの分類をあげる。
① 感覚遊び：感覚遊びは、動くものやきれい
な物を見たり、音を聞いたり、触ったりし
て、視覚・聴覚・触覚などの感覚を働かし
ながら楽しむ遊びである。

② 運動遊び：運動遊びは、手足や全身を動か
すことによって楽しむ遊びである。例え
ば、押し車・図ブランコ・滑り台・縄跳
び・鬼ごっこなどで遊ばれる遊びである。

③ 模倣遊び：模倣遊びでは、子どもが見たり
聞いたりしている大人の生活や社会事象、
および絵本・テレビのキャラクターや動物
のしぐさなどを模倣し、想像力を動かして
再現しながら楽しむ遊びである。いわゆる
「ごっこ遊び」といわれる遊びである。
④ 受容遊び：受容遊びは、いろいろな幼児文
化を受身的に見たり聞いたり鑑賞したりし
て、その内容を楽しむ遊びである。すなわ
ち、絵本・童話・紙芝居・人形劇・テレ
ビ・映画などを、見たり聞いたり鑑賞した
りしながら、その内容に楽しみを見いだす

遊びである。
⑤ 構成遊び：構成遊びは、いろいろなものを
描いたり、作ったり、組み立てたりなどし
て創造しながら楽しむ遊びである。構成遊
びとしては、例えば、描画（お絵かき）・
折り紙遊び・積み木遊び・粘土遊び・砂場
遊びなどがある。
以上の遊びの分類のほかにも、子どもが実
際に遊んでいる遊びは、いろいろとある。例
えば、幼児が自ら歌ったり踊ったりする遊び
や劇遊びなどの表現遊びやカルタ・すごろ
く・トランプなどのゲーム遊びなどもある。
このような遊びの分類は、個々の遊びが、子
どもの心身の発達の促進のために、どのよう
な特徴的な役割を果たすかについて考える場
合の有効な目安となる。例えば、子どもは砂
でお城を作って、ごっこ遊びをしたり、砂と
水を使って団子を作ったりと砂遊び一つにし
ても様々な遊びが展開される。このように、
子どもは身近な環境とかかわり、その中でさ
らに遊びが発展していく。その為、子ども
が、自ら興味や関心をもって環境とかかわ
り、遊びを展開していけるような環境＝「あ
そび環境」を生活の中で整えることが重要で
ある。また、「あそび環境」によって生じる
興味や関心に基づいた経験・体験を通して人
間形成の基礎を培うといえる。

3.2　遊びが可能な生活の道路

住宅街区内の道路は子どもが遊び、社会化
する上で重要な場所でもある。車社会の電大
では考えられないことではあるが、子どもの
生活を考えるならば、まずは車交通よりも人
が優先される道路へと、住宅地内の道路は変
えて行くことが必要である。そのためにも道
路法や道路交通法が一律にすべての道路を対
象に車交通優先に立脚している点を改めて、
住宅地内の区画街路やコミュニティ道路では
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子どもが遊ぶことを認めるような、制度上の
整備が必要である。このような声が市民から
あがらないのは、車依存の生活が当たり前に
なっており、なかなかその利便性から脱却で
きないからでもあると考えられる。
幼児を思う大人ならば、だれもが子どもを

道路に一人で出した時に交通事故や犯罪に巻
き込まれるのを心配するように、現代では、
道路は危険な場所になってしまっている。そ
のためにも住宅地内の道路を車より人間の空
間、生活の場に戻していくことが必要でる。
なお、米国では公園は危ない場所になり、

道路の方がコミュニケーション豊かな安全な
場であるといわれている。道路の車道幅を狭
めて蛇行させたり、ハンプというコブのよう
な障害を設けたりして車のスピードを抑制す
るコミュニティ道路のモデルとなったオラン
ダのボンネルフの例もあります。これは、中
世の農家の庭を語源とする生活の庭という意
味です。ブリューゲルの絵のような、道路に
人々が出て豊かな都市生活を営むことをビジ
ョンに描いて考えだされたものである。その
ために道路交通法を改正して、ボンネルフ内
では子どもの遊びが優先されるようになり、
子どもの飛び出しにも対処できるような、植
え込みや構造物の基準も定められている。住
民の参加でその形態を決めたりしてもいるの
で、地域によって道路の表情も異なってい
る。道路にベンチはもちろん、パラソルとテ
ーブル、なかには卓球台が置かれているとこ
ろもある。時には、道路で自主保育のグルー
プが形成されたところもみられる。ボンネル
フは一つの道路の改造を意味して、その複数
形はボンネルフェンという。いくつもの道路
の改造を面的に広げて、自宅の玄関から公園
まで安心して遊びに行くことができるように
整備が進んだところも多くある。
日本では、このようなことは様々な規制等

からも今すぐにはできないだろうが、無理だ
とは思わずに、前向きに検討することが必要
なのではないだろうか。現在、コミュニティ
道路を街区内に広げてコミュニティゾーンと
するような施策も打ち出されてはいる。しか
しまだまだ発展途上で、住民の関わりや認識
を変えるまでのものとなってはいない。

3.3.　都市公園の役割

1993年の都市公園法の改正によって、かつ
て児童公園と称していた都市公園が街区公園
へと名称を変えた。これは高齢社会を迎え
て、高齢者にとっての身近な公園の要求が高
まったことと、少子化を投影して児童公園を
利用している子どもの数が少ないというよう
な傾向から、なぜ子ども専用の公園なのか、
という疑問が呈されることが多くなってきた
ことによる。しかし、このように名称を変え
ても使われない公園は使われないままであ
る。これは、人が使いたくなる、入りたくな
る公園の形をなしていないところもあるから
だ。用地の確保が難しい点もあるが、区画整
理などの街をつくる事業では、しっかりと使
いやすい公園の位置を決めて考えないと、利
用されない公園をつくってしまうことにな
る。利用されないというだけではなく、防犯
上、危険な公園をつくってしまうことにもな
りかねない。居心地の良い公園は、地域の人
たちが愛着をもってよく使われる公園であ
る。そのためには創る段階から自ら公園の計
画と建設に関わっていくことも大事である。
最近、このように住民参加で公園をつくる事
例が増えつつある。中には公園ということも
あり、子どもたちも一緒に、そういった計画
づくりに携わることが実施されている自治体
もある。自分たちも参加してつくった公園な
らば、子どもたちにとっても自分達の場所と
いう愛着が湧き、公共空間の利用の権利と管
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理の責任感覚をあわせもった市民意識を育む
ことになるのである。

3.4.　 原っぱと冒険遊び場　―プレーリーダ

ーのいる遊び場

子どもの生活空間では、制度に乗らない子
どもの空間がある。それが秘密基地である。
子どもが主体となって、まちの空間に関わる
のが探検と秘密基地づくりの行為である。秘
密基地は隠れ家といっても可能だろう。この
空間は子どもにとって、一人だけあるいは仲
間だけの秘密の空間である。子どもたちだけ
で木の上に廃材でのもの、穴を掘って作った
ものなど。その形態はいろいろな形がある。
子ども時代の秘密基地づくりは、冒険遊び

場の定番のメニューでもある。秘密基地の家
づくりにはいろいろな意味がある。ままごと
の発展したもののように、大人の生活を真似
た「ごっこ遊び」、自立したい背伸びと守ら
れたい甘えとのいったりきたりする象徴的な
行為と見ることもできる。探検も子どもの発
達の過程でみられる探索行動と説明できる。
行動圏いわば「なわばり」の拡大と自分だけ
の秘密の場所を持とうとするのは、自立心と
発達の特性がなす自然な欲求なのだとも考え
られ、子ども時代だからこそ感じられるわく
わくするまちの空間との関わりである。
現代社会の密集した都市空間では、秘密基

地をつくるというわけにはいかず、空家を見
つけては仲間だけの秘密基地になりうる。ま
た、そういった空家が探検の場所となってい
たりもする。もちろん、これには危険性もつ
きまとう。全く大人の目の届かない死角はや
はり、犯罪がいたるところで起こり得る今日
では問題がある。
そのような現代において、子どもたちが自

ら、自分たちの関わり次第で変化していく遊
び場。小屋をつくったり、焚き火ができた

り、その火でパンを焼いたり、穴を掘って水
路をつくったりと、元は原っぱのようなもの
で、その上に自分たちで好きなようにつくっ
ていくことのできる遊び場。それが冒険遊び
場である。
最初にこれが考え出されたのは1945年、デ
ンマークの著名な造園家のソーレンセン教授
が近所の廃材置き場で子どもたちが嬉々と遊
んでいるのを見て、それを見守る若者を配置
したことから始まった。その後、英国をはじ
めヨーロッパ、アメリカと広まり、日本では
世田谷区で運動として始まり、現在ではプレ
ーパークという名で行政の支援を受けて、そ
の多くは住民団体の手によって運営されてい
る。モットーは「自分の責任で自由に遊ぶ」
という点にある。何でも危険を封じ込める管
理が先走るよりも、子どもたちに忘れた冒険
心と危機管理能力をもったたくましさを育て
る唯一の場として、共感を集め、同様の遊び
場を求める運動は日本全国・各地に広がって
いる。一般の公園と違うのはプレーリーダー
という、子どもたちの自由な遊びを見守る役
割の大人がいるという点である。古くは日本
の児童公園の前身にも公園児童指導員が配置
された歴史があるが、当時は公園の使い方と
か衛生面の指導が中心であったのに対して、
プレーリーダーは決して指導者ではなく、子
どもの自由な遊びを他の干渉から守る役割に
徹している点が異なる。
探検も秘密基地も、そして冒険遊びも子ど
もの大人より豊かな想像力のなせる都市の空
間の使い方が基礎になる。イメージを都市の
空間から受け止めて、そのイメージの世界で
遊ぶことができるというのは、より豊かな都
市との関わりでもある。どういうイメージを
膨らませてやれるかは、また都市の空間のあ
り方にも関わってくるのだ。いろいろにイメ
ージを膨らますことのできる空間と、もう限
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定されたイメージしか持てない空間とがある
ように、あまり情報過多の空間はかえってイ
メージが貧困になるといえるだろう。そこに
大人の子どもとの関わり方の原点もあるとい
える。

4. 幼児教育とあそび環境

4.1.　保育の環境

これまでは、幼児教育で環境といえば、保
育室内の遊具、園庭の固定遊具、飼育栽培し
ている動植物など、いわゆる物的環境や、そ
れらをどのような教育的配慮のもとで子ども
に提供するかという環境構成の仕方を意味す
ることが多かった。しかしこれからは、幼児
教育の全体において、幼児期の特性を考慮し
ながら、環境による教育を進めていこうとい
うものである。その為、環境というものの意
味をはっきりと認識し、幼児教育と環境の密
接なかかわりについて考える必要がある。
また、環境を通して行なう教育という場

合、人的環境や物的環境を整えることによっ
て、子どもの成長にふさわしい環境づくりや
環境構成を行うことが大切な課題となる。だ
から、子ども同士が触れ合う機会をもたらせ
ること、遊具など保育環境を整えること、動
植物の飼育栽培活動を通して自然を取り入れ
ること、園外保育などによって豊かな自然や
身近な社会に触れさせること、これらは幼児
が自ら能動的にまわりの環境に働きかける力
を引き出すためにこそなされるべきなのであ
る。このような意味で、保育者の果たす役割
は実に大きい。保育者は、自ら人的環境とし
て、子どもが安定感をもってまわりの環境に
主体的に関わりことのできるような雰囲気を
つくりだしてやらなければならない。このた
めに何より大切なことは、一人一人の子ども
との密接な関わりを通して、保育者と子ども

との間に信頼関係をつくりあげることである。
幼稚園教育要領の第1章「総則」の「1.幼
稚園教育の基本」に、「幼児の自発的な活動
としての遊びは、心身の調和のとれた発達の
基礎を培う重要な学習であることを考慮し
て、遊びを通しての指導を中心として、第2

章に示すねらいが総合的に達成されるように
すること｣（3）とある。また、第2章「ねらい
及び内容」の前文にも、「内容は、幼児が環
境にかかわって展開する具体的な活動を通し
て総合的に指導されるものであることに留意
しなければならない｣（4）とある。あそびを通
しての総合的な指導とは、子どもの一つの活
動のなかに含まれている多面的な意味をとら
え、この多様性が自然に経験されるように援
助や配慮をしながら、結果としてねらいが達
成されるように導くことである。子どもの遊
びは、子どもが遊びを自発的に行なうことで
あるが、子どもの遊びの意義や価値を保育者
が重視するあまり、運動能力をみにつけさせ
るために、あるいは知的認識能力を高めるた
めに、意図的に質の高い遊びを導入したりす
ると、子どもはそっぽを向いてしまうことが
多いものである。あくまでも、遊びの基本は
そのおもしろさであり、おもしろいから遊ぶ
のであり、子ども自身運動能力を身に付ける
ために遊んでいるのではないからである。

4.2.　幼児教育における自然環境実践

幼稚園や保育所の環境としては、施設・設
備・遊具等の物的環境のほか、植物や動物な
どの自然環境も含まれ、園庭の樹木や草地、
花壇の草花、畑の野菜、および小鳥・魚・虫
などの野外動物や飼育動物などは、子どもた
ちにとって生活環境であり、遊びの環境であ
り、そして、生きた教材である。園内で子ど
もが、桜の花が咲き始めたのを発見したり、
花壇のチューリップの花に心を惹かれて見つ
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めていたり、運動場の片隅の草地で見つけた
クローバーの花を摘み取ったり、自分たちで
栽培した野菜の生長ぶりを確かめたり、ある
いは園庭の芝生や雑草の上ですもうをとった
り、がっちりした枝ぶりの桑の木に登ってみ
たり等のような子どもたちと園内の植物との
触れ合いやかかわり合いは、ふだんよく見受
けられる。子どもたちが園内で植物や動物と
触れ合ったり、かかわり合ったりすること
は、その生活や遊びに充実・潤い・変化をも
たらし、同時にまた、そのような活動や体験
を通して、子どもたちの体が育ち、心が豊か
になっていく。特に、生命を大切にする心
は、植物や動物との触れ合いを通して培われ
るものである。つまり、人間形成の基礎を培
う幼児期に、まわりの自然に目を向けさせ、
自然に対する不思議さや人間にはどうするこ
ともできない自然の偉大さ、生命への尊さ、
そして、人間自身も自然の一部でもあること
を感じとる芽を培っていくことは、たいへん
重要なことである。
幼稚園・保育所における‘田植え体験（米

つくり）’の実践から自然環境について、考
えてみる。
“田植え”＝“お米つくり”は、｢いつも食べ
ているお米って、どうやってできているんだ
ろう !?｣ という、疑問の投げかけから始ま
る。現代の子ども達は、便利な時代ゆえに、
スーパーに行けば、お米はもちろん野菜など
の、いわゆる農作物がある程度のものは、簡
単に手に入る。その為、現在では多くの子ど
もが、農業との繋がりを失い、本来生活の根
幹だった農業が普段の生活から遠い存在にな
ってきています。それと同時に、子どもが、
農業や自然と触れあい、肌でそれを理解する
機会が少なくなってきているのではないでし
ょうか。そこで、“田植え経験”では、農業
の魅力あるいは、身近な自然の実体に触れ、

感じ、遊び、食べ、観察するといった体験を
しながら、農業や環境のことを考え、子ども
の食育保育も実践できるのである。
田植えでは、泥に足取られながら、「泥ん
こって気持ちいぃ。」とか「こんな小さいの
（苗）が、どうやってお米になるの。」等、子
ども達にとって全てが新鮮な体験なのであ
る。また、稲が成長するにつれ、「私のお米
大きくなった。」と喜びを感じ、子どもは、
まず、｢お米って草なんだ !?｣。と一様に驚き
を示す。また、田んぼの水の冷たさや、田ん
ぼに生息するザリガニやアメンボ等の小動物
たちなど、子ども達が本来持つ知的な好奇心
をどんどん引き出して活性化させてくれま
す。そして、田植えから生じる自然環境は子
ども達に様々な知的刺激を与えてくれます。
このように、自然に関する知識や作物の不思
議さなど、経験から生きた ｢知恵｣ を得るの
である。
次に、稲への放水や雑草取りを、お当番制
にする。すると、「大事なみんなのお米をま
もらなきゃ。」と張り切って、作業をする。
自然の中での共同作業を通じて、「お米作り」
という共通の目標により、短い時間で子ども
達はすっかり仲良くなる。さらに、「自分の
お米」という気持ちが強くなり、お当番でな
くとも進んで、稲の世話をする子もいる。
「お米作り」は、子ども達にとっては未知の
存在。稲が成長するにつれ、生命の営みの不
思議さに惹きつけられ、子どもたちの心は
「お米作り」という共通話題で一つになって
いく。
また、稲刈りまでの約一年間、雨の日が続
くと「お米大丈夫かな。」と心配し、反対に
日照りが続くと、「お米さん、のどか沸いち
ゃうね。」と子どもならではの表現をする。
天気という自然の力を前に子ども達は、「ど
うやったら、稲を守れるだろうか。」と、一
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生懸命自分たちで工夫や試行錯誤を始める。
さらに、残念ながら稲が、順調に育たないこ
とも起こる。それにより、自然は思い通りに
ならないことがあることを知る。それらは全
て生きた知識となって子ども達の心に残り、
同時に達成の充足や失敗の悔しさを学び、自
然は工夫する喜びを教えてくれる。このよう
にして、子ども達の ｢現実感覚｣ が、育てら
れていくのでる。
そして、収穫したお米を食べると、どのこ

も「おいしぃー」と満面の笑みを浮かべなが
ら“ごはん”を食する。こうして、子どもの
「食べ物」に対する価値観を見直すきっかけ
にも有効で、強いては、食育にも結びつくの
である。
この‘田植え体験（米つくり）’の実践で

は、1年間を通じて自然や作物の生育に触れ
る体験を通じて、一年間で子ども達はすっか
り逞しくなる。
さらに、園内外の畑地にいろいろな野菜を

栽培し、その生長を観察し、そして収穫する
ことは、子どもたちに生産活動の喜びや充実
感を味わわせ、協力することの大切さを体験
させると共に、植物の生長に関する体験を通
して知識を得させることになる。また、給食
などで、収穫した野菜を一緒に食べること
は、子どもの野菜嫌いを直すきっかけにも有
効であるといえる。

4.3.　「環境を通じた教育」の必要性

幼児期の環境とは、広い意味では、乳幼児
の生活および発達に影響をおよぼすすべての
環境、つまり乳幼児を取り巻く家庭環境・教
育環境・地域環境、それらの物的環境・人的
環境、自然環境、社会事象のすべてを指して
いる。一言でいうならば、幼児期の環境と
は、乳幼児を取り巻く状況のすべてであると
いえる。

人間は生まれたときから、人的環境や物的
環境と関わって生活し活動し、そして発達す
る。すなわち、子どもは乳児期や幼児期に
は、主に家庭環境の中で、保護者などの愛情
のもとに、まわりの環境に働きかけたり、環
境から刺激を受けたりして、環境と関わりな
がら生活し、活動を展開している。そして、
子どもは経験を通して、発達する。子どもが
幼稚園・保育所に入園すると、さらに新たな
環境の中での生活や活動を重ねることにな
り、子どもの経験はより豊かで、より充実し
たものになる。
学校教育法第22条によれば、幼稚園の目的
は『幼稚園は、義務教育及びその後の教育の
基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児
の健やかな成長のために適当な環境を与え
て、その心身の発達を助長すること』（5）であ
り、幼稚園教育要領は、この幼稚園の基本的
な在り方を明確にしたものである。つまり、
幼稚園教育の基本は、ほいくの環境を適切に
整備することによって、幼児の活動を充実さ
せ、そして幼児の心身の発達を助長すること
にあるといえる。このことは、幼児の心身の
発達が環境から大きく影響されるので、幼児
が育つための園環境が適切であるべきである
こと、幼児が自ら環境と関わることによって
発達していくものであること、そして保育者
による幼児の保育が個々の子どもの発達を援
助し促進するものであると考えられる。
幼稚園教育要領では、幼稚園教育は『幼児
期の特性を踏まえ環境を通して行なうもので
あることを基本とする。』（6）と示している。
また、保育所保育指針では保育所の役割とし
て、『保育所は、その目的を達成するために、
保育に関する専門性を有する職員が、家庭と
の緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過
程を踏まえ、保育所における環境を通して、
養護及び教育を一体的に行うことを特性とし
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ている。』（7）と、環境による保育を重視し、
物的環境のみならず、人的環境・自然環境等
についても配慮する必要がある、と考えられ
ている。
これまで、幼児教育・保育においての環境

といえば、保育室内の遊具、園庭の固定遊
具、など、いわゆる物的環境や、飼育栽培し
ている動植物などの自然環境に関して、それ
らをどのような教育的配慮のもとで子どもに
提供するかという環境構成の仕方を意味する
ことが多かった。しかしこれからは、保育の
全体において、幼児期の特性を考慮しなが
ら、環境による保育を進めていかなくてはな
らない。
したがって、保育者の役割として、適切な

環境を構成するということが重要である。
綿密に考えられ作成した保育計画であって

も、保育室に楽しい雰囲気のある、子どもの
興味を引きつける豊かな環境が設定されてい
なければ、子ども一人ひとりの自発的で積極
的な活動は期待できない。
今日の幼児教育・保育に求められる乳幼児

の多様な活動を引き出すための環境として
は、これまでの幼稚園や保育所の施設・設備
等では不十分な部分が発生しかねない。広い
園庭や遊び場、様々な動植物に触れ合うこと
ができる豊かな自然、このような環境が保育
のために一層重視されると考える。
また、様々な遊具や用具等が環境として重

要であることは言うまでもないが、保育者自
身の言葉や動きおよび表情などが、子どもに
とっての大切な環境であると考える。
乳幼児の豊かで積極的な活動が展開される

ためには、保育者のこまやかな配慮や援助、
関わりが重要である。優しいまなざし、子ど
もの発言や行動を受け止める、気持ちを汲み
取り共感する、言葉をかけて励ます、子ども
と共に遊びを共有するなど、このような保育

者の援助や関わりが、乳幼児一人ひとりの積
極的な活動や遊びを引き出すと考えられる。
すなわち、乳幼児と保育者との間に強い信頼
関係があり、子どもの情緒が安定した状態が
確立してこそ保育の効果が期待できるといえ
る。このために保育者には、子どもとの間に
信頼関係を築くという、人的環境にも配慮し
なくてはならない。
以上のことから、幼児教育において人的環
境、物的環境、自然環境等の豊かな環境によ
り、子どもの自発的・主体的活動を誘発する
ということが、「環境を通した教育」の必要
性だと考える。

結論　おわりに

まちの中の空間では、制度に乗らない子ど
もの空間がある。それが秘密基地である。子
どもが主体となってまちの空間に関わるのが
探検と秘密基地づくりの行為である。
廃材を使った秘密の家づくりは、冒険遊び
場の一種であると考えられる。秘密基地の家
づくりにはいろいろな意味がある。ままごと
の発展したもののように、大人の生活を真似
た「ごっこ遊び」、自立したい背伸びと守ら
れたい甘えとのいったりきたりする象徴的な
行為と見ることもできる。探検も子どもの発
達の過程でみられる探索行動と説明できる。
行動圏いわば「なわばり」の拡大と自分だけ
の秘密の場所を持とうとするのは、自立心と
発達の特性がなす自然な欲求なのでしょう
か、わくわくするまちの空間との関わりその
ものなのである。
探検や秘密基地は、子どもの大人より豊か
な想像力のなせる生活環境の拡がりなのであ
る。イメージを“まち”の環境から受け止め
て、そのイメージの世界で遊ぶことができる
というのは、より豊かな生活環境との関わり
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でもあるのだ。どういうイメージを膨らませ
られるかは、生活環境のあり方にも関わって
くるのである。
いろいろにイメージを膨らますことのでき

る生活環境と、もう限定されたイメージしか
持てない生活環境があるように、あまり情報
過多の空間はかえってイメージが貧困になる
かもしれない。今、密集した大都市の中で
は、秘密基地をつくるというわけにはいかな
い。理想的には大人は「あ、きょうもあそこ
に行っているな」と聞き耳を立てたり気配を
感じることができて、子どもは大人には秘密
と思い込んでいるような場所が必要なのであ
る。
子どもの人間形成と環境との関係において

の基本的な方法や活用は、子ども一人ひとり
を自ら学び育つ存在としてとらえ、環境を通
して、経験・体験を豊にし、人間形成の基礎
を培うよう配慮する。また、保育としての環
境構成のあり方としては、その基本的な視点
は、環境が具体的な教育・保育のねらいの達
成や内容（指導内容）の修得に適したものと
なるように構成することである。すなわち、
あるねらいの達成やそのための内容の修得を
目指して実践するためには、子どもたちの生
活に即して、それぞれの時期にどのような体
験を積み重ねることが必要かを明確にし、そ
してそのような体験を得ることができるよう
な活動が展開される事を予想して、それに適
した環境を構成することが必要である。
幼稚園や保育所における環境構成の視点と

しては、次のような3つの視点が考えられる。
まず第1の視点は、子どもの発達の時期に

即した環境を構成するというものである。子
どもの発達のそれぞれの時期によって、環境
とのかかわり方にいろいろな特徴がみられ
る。したがって、ねらいや内容に基づいた環
境を構成する場合には、このような発達の時

期の特徴をよく考えて構成することが大切で
ある。保育を実践するに当たっての環境構成
は、単に遊具・教具・教材・素材等を組み合
わせて配置したりする物的環境の構成だけを
指しているのではなく、保育環境には、物的
環境のほかに、自然環境や人的環境等もあ
り、また時間・空間・雰囲気なども含まれ
る。環境構成は、それらを相互に関連づけな
がら、興味・関心に基づいて子どもが主体的
な活動を生み出し展開し、活動を通して必要
な体験を得ていけるような状況をつくり出す
ことである。例えば、保育者が子どもたちの
新しい発想や工夫を生み出すように働きかけ
たり、その発想や工夫が子どもたちの間に伝
わり合うように配慮したりすることなどが必
要である。
第2の視点は、子どもの興味・関心や欲求
に応じた環境を構成するというものである。
子どもが自らの環境にかかわり、いきいきと
した活動を展開するために、子どもたちが今
どんなことに興味・関心をもち、どんなこと
をしたいと思っているかをよく汲み取って、
それに適した環境の構成を心がけることが大
切である。
子どもは環境にかかわることによって、自
分の興味・関心や欲求を満たしながら、自分
の課題を見い出したり挫折を経験したりし
て、それを乗り越えることで充実感・達成
感・満足感を味わうのである。また、子ども
の興味・関心や欲求は、活動の展開に伴って
次々に変化し発展していくものなので、保育
者は、子どもたちと生活を共にしながら、そ
の心の働きを理解して、環境が子どもの興
味・関心や欲求に応じたものとなるように環
境を再構成していかなければならない。
そして第3の視点は、子どもの生活のなが
れに応じた環境を構成するというものであ
る。子どもが環境にかかわって展開する活動
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は、一つ一つが単独になされているのではな
くて、互いに関連し合って生活の流れをつく
っているのである。しかも、子どもは生活の
流れの中にリズムや変化を求める傾向をもっ
ている。すなわち、子どもの生活感覚には、
活発な活動と静かな活動、室内の活動と戸外
の活動、日常的な活動と自由な遊び、個人の
活動とグループやクラスの活動などが、単調
にならないで、調子よく交替して現れること
を好む傾向がある。したがって、環境の構成
も、このような子どもの生活の流れに応じた
ものとなるように考えることが重要である。
子どもは、知識や身体的発達を一方的に教

えられて身に付けるものではなく、「あそび
環境」を通して成長・発達していくのであ
る。この「あそび環境」を通して成長・発達
することとは、大変重要な事である。なぜな
ら、今日のような自然や遊び場などが減り、
また、少子化の影響等から子どもたちが、仲
間同士で遊ぶ事も減少しているからである。
さらに、地域社会の人間関係も希薄化し子ど
もを取り巻く環境は大きく、変化してきてい
る。そのため、子ども一人ひとりの実態や地
域、社会等もふまえて、発達段階に応じた子
どもにふさわしい保育の環境を提供する必要
がある。そして、子どもの人間形成の基本と
なるものは、表現的な活動や運動的な活動、
知的な活動、友達との関係から身につく社会
性や協調性等、すべてが環境を通して行われ
ているといえる。
だからこそ、子どもの遊びは次世代へとつ

ながり、子どもの成長・発達に欠かす事ので
きない重要な経験・体験であると考える。
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